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第17回安心安全まちづくり市民大会 託
内安心安全功労団体などの表彰式、森田正光氏（お天気キャス
ター・気象予報士）による講演会「異常気象と防災～日頃、私
たちが行うべきこととは～」、防災グッズや商品券などが当た
る抽選会など

◇参加者に安心安全グッズをプレゼントします
期10月９日（土）13時～15時30分
所宝山ホール　定1200人　料無料
申郵送かファクス、メール（いずれも１通５人
まで）で参加者全員の氏名、郵便番号、住所、
電話番号も９月８日（必着）までに〒892-8677
山下町11-1安心安全課☎216-1209D226-0748

　メールan-anshin＠city.kagoshima.lg.jpへ

●自立相談支援員による生活・雇用相談
●就労に後押しが必要な人（引きこもりの人など）への就労準備・
訓練支援

●ハローワーク、シルバー人材センターによる就労支援
対市内に住み生活に困っている人など
◇相談時間…８時30分～17時15分
　　　　　　※休日を除く
所本庁東別館１階
◇詳しくは生活・就労支援センターかごしま☎803-9521D216-
1234へ

●産業カウンセラーによるキャリアカウンセリング
内仕事や働くことに関する相談
対市内に住むか通勤する女性　※学生を除く
所勤労女性センター
◇詳しくは勤労女性センター HPか同センター☎255-7039へ

●市政相談（市政に関する要望・意見など）　
　市民相談センター☎216-1205D216-1144と各支所
●一般相談（相続、離婚、金銭貸借など）
　市民相談センター（市民相談員対応）
　９時～12時、13時～16時
　※ 受け付けは８時45分～15時30分（状況により受け付けを早く

終了することがあります）
　各支所（桜島支所管内は桜島総務市民課で実施しています）
　８時30分～12時、13時～17時15分
●法律相談（民事上の法律問題など・予約制）
　市民相談センター☎216-1205と谷山支所☎269-8404
●交通事故・暴力団排除相談
　市民相談センター☎216-1211　９時～12時、13時～15時45分
●年金相談（予約制）
　街角の年金相談センター鹿児島☎295-3348
●消費生活相談（悪質商法、契約トラブルなど）
　消費生活センター☎808-7500　９時～17時15分
　消費者ホットライン☎1
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　10時～16時（土・日曜日、休日も可）
●各種相談
相談名 期　日 場　所 時　間

税　務・
登　記

８月11日（水） 谷山支所

13時～16時

８月12日（木） 市民相談センター
８月18日（水） 吉野支所
８月19日（木） 伊敷支所
９月８日（水） 谷山支所
９月９日（木） 市民相談センター

登記のみ ８月26日（木） 松元支所
不動産鑑定 ８月18日（水）

市民相談センター建　築 ８月19日（木）
行政関係申請
手続き

９月１日（水）
９月７日（火） 谷山支所

花と緑
８月11日（水）

市民相談センター
９月８日（水）

【サンサンコールかごしま☎808-3333】

生活・雇用相談、就労支援（無料）

市 民 相 談 （無料）

森田 正光 氏

第17代かごしま親善大使募集
内催し事での観光PRや補助的業務、メディアへの出演など
対市内に住むか通勤・通学する18歳以上の人（高校生を除く）
定２人（８月29日に予選会）
◇任期…11月２日から２年間
◇賞金…10万円（副賞は航空券、ギフト券、
　　　　ホテル食事券など）
申直接か郵送で申込書（（公財）鹿児島観光コ
ンベンション協会HPからダウンロード可）
かＡ４サイズの履歴書に写真を貼付して、８月12日（必着）までに
〒890-0053中央町10かごしま親善大使選出運営委員会事務局（同
協会内）☎286-4700D286-4710へ

ご意見をお寄せください～パブリックコメント手続き～
素　案 担当課

①特定個人情報保護評価書
　（全項目評価書）

感染症対策課☎803-7023D803-7026
メールkansen-taisaku＠city.kagoshima.lg.jp

②市上下水道ビジョン・第２
期市上下水道事業経営計画

水道局経営管理課☎213-8507D252-6728
メールsdkeiei-kika＠city.kagoshima.lg.jp

◇公表場所…市政情報コーナー、各支所、地域公民館、市HPなど
　　　　　　※希望者には資料を送付します
◇募集期限…①８月20日、②８月31日
　　　　　　（いずれも消印有効）
◇資料送付の希望や意見の提出方法など
　詳しくは市HPか各担当課へ

児童文学の書き手を支援しています
■第６回児童書出版助成作品が決定
　児童文学の書き手の育成を図るため、優れた作
品に行う出版助成の対象作品が決定しました。
◇作品名　「トーメイくん」
◇作者　文…田辺厚子ジョーンズ氏
　　　　絵…田辺カリナジョーンズ氏
　　　　　　ロイ・ジョーンズ氏
◇内容　 古いお屋敷で悪夢に悩まされる孤独な住人たちと少女ビ

バ、それをそっと見守り、笛の力で苦しみを癒そうと奮闘
する不思議な存在、トーメイくんの物語

■第７回児童書出版助成作品の原稿を募集します
対令和５年３月までに児童書を出版予定の、市内に住む
　か通勤・通学する人か、本市出身者（プロ・アマ不問）
◇助成額…出版実費の２分の１以内（上限50万円）
　　　　　※出版後に助成
申直接か郵送で作品の原稿（手書き不可）と原稿データ（CDやUSB
メモリーなどに保存したもの）を来年３月31日（消印有効）までに
〒892-8677山下町11-1文化振興課へ

【文化振興課☎216-1501D216-1128】

市ホームページ

■パブリックコメント手続きとは
　新しい施策などに取り組むときに、その目的や内容などを
事前に公表し、市民の皆さんから意見をお聞きするものです。

【市民協働課☎216-1204D216-1207】

 応募要領は20面 

ホームページ

市民の皆さん

②素案への意見（例）
•「私の意見は○○です。」
• 「この条例・施策は、ここが
長所だが、○○の文面を
このように修正した方が
よい。」など

⑤市の検討結果を確認
• 「意見が反映されているわ。」
• 「この条例・施策の○○は、
そういう意味だったのね。」

① 条例・計画などの
　素案の公表

③市民の皆さんの意見
の反映を検討

④条例・計画などの
　最終案の公表

※条例などの議決事項
は議会へ提案

条例・計画などの決定

市ホームページ

市


